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中井やまゆり園に係る人事上の措置について 

中井やまゆり園において、個別支援計画の作成を適切に行っていなかった

件及び内部通報により法令違反・不適切事項が判明した件について、人事考

査を行った結果、次のとおり人事上の措置を行うこととした。 

本件は、地方公務員法（昭和25年12月13日法律第261号）第29条第１項に規

定する懲戒処分ではないが、その重要性に鑑み、人事上の措置の概要を報告

するものである。 

(1) 個別支援計画の作成を適切に行っていなかった件

対象 本人責任 監督責任 合計 

個別支援計画を適切に作成していなかった

事案 
８ ４ １２ 

本庁による監査の未実施事案 １ (本人責任に含む) １ 

合計 ９ ４ １３ 

※ (2)の件と重複する対象者は１人。

(2) 内部通報により法令違反・不適切事項が判明した件

対象 本人責任 監督責任 合計 

医薬品安全管理体制を適切に整備していな

かった事案 

－ 

（退職３） 

３ 

（退職６） 

３ 

（退職９） 

園内のルールに反し、平熱にもかかわらず

解熱剤を服薬させた事案 
１ １ ２ 

園内のルールに反し、医師が指定した上限

回数を超えて抗精神病薬を服薬させた事案 
（不明） （退職１） （退職１） 

健康診断（眼科検診を含む）結果を家族等

に伝達していなかった事案 
１ (本人責任に含む) １ 

園内のルールに反し、代替食を提供しなか

った事案 
（不明） ２ ２ 

長時間の行動制限が心身に及ぼす影響を把

握できる体制が整備されていなかった事案 

１ 

（退職１） 
(本人責任に含む) 

１ 

（退職１） 

合計［延べ人数］ 
３ 

（退職４） 

６ 

（退職７） 

９ 

（退職１１） 

※ 措置対象者の実人数は４人。

※（退職）は、対象者が退職しており、処分不能であるもの（外数で表示）。

※ 退職しており処分不能の者の実人数は９人。

※（不明）は、調査の結果、行為者を特定できなかったもの。

※（本人責任に含む）は、管理監督者を本人責任として問責したもの。そのため、監督責任の対象

者がいない。 
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